
歯
科
技
工
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

歯
科
技
工
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

指
示
書
及
び
歯
科
技
工
所
（
第
十
二
条

第
十
四
条
）

第
三
章

指
示
書
及
び
歯
科
技
工
所
（
第
十
二
条
・
第
十
三
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
五
条
）

（
新
設
）

附
則

附
則

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
一
号

歯
科
技
工
士
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
十
六
条
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
歯
科
技
工
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之





（
受
験
の
手
続
）

（
受
験
の
手
続
）

第
七
条

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

写
真
（
出
願
前
六
箇
月
以
内
に
脱
帽
で
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に

シ
ギ
の
記
号
、
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。）

四

写
真
（
手
札
形
台
紙
付
と
し
、
出
願
前
六
箇
月
以
内
に
脱
帽
で
正
面
か
ら
撮
影
し
た
も
の
で
、
そ
の
裏
面

に

シ
ギ
の
記
号
、
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
十
三
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

第
十
三
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

業
務
に
従
事
す
る
者
の
氏
名
並
び
に
当
該
者
が
第
四
号
に
掲
げ
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
、
電
子
計

算
機
を
用
い
た
情
報
処
理
に
よ
る
、
特
定
人
に
対
す
る
歯
科
医
療
の
用
に
供
す
る
補
て
つ
物
、
充
て
ん
物
又

は
矯
正
装
置
の
設
計
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
を
行
う
場
合
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
者
の
連
絡
先

六

業
務
に
従
事
す
る
者
の
氏
名

七

（
略
）

七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
歯
科
技
工
所
の
構
造
設
備
基
準
）

（
歯
科
技
工
所
の
構
造
設
備
基
準
）

第
十
三
条
の
二

法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
歯
科
技
工
所
の
構
造
設
備
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず

れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
の
二

法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
歯
科
技
工
所
の
構
造
設
備
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず

れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
十
二

（
略
）

一
〜
十
二

（
略
）

十
三

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
、
電
子
計
算
機
を
用
い
た
情
報
処
理
に
よ

る
、
特
定
人
に
対
す
る
歯
科
医
療
の
用
に
供
す
る
補
て
つ
物
、
充
て
ん
物
又
は
矯
正
装
置
の
設
計
及
び
こ
れ

に
付
随
す
る
業
務
を
行
う
者
が
い
る
場
合
は
、
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
特
段
の
措
置
を
講
じ
て

い
る
こ
と
。

（
新
設
）

第
四
章

雑
則

（
新
設
）

（
記
録
の
作
成
及
び
保
存
）

第
十
五
条

歯
科
技
工
士
は
、
そ
の
業
務
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
て
三
年
間
こ
れ
を
保
存
す

る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定（「
・
第
十
三
条
」
を
「

第
十
四
条
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）及
び
本
則
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 


